
令和５年（２０２３年）６月２８日

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料

子ども教育部保育園・幼稚園課

保育所等の空き定員を活用した未就園児の

定期的な預かりモデル事業の実施について

１ 事業目的

保育所等の空き定員を活用し、未就園児（０～５歳で、保育所、幼稚園等を利用

していない児童）の定期的な預かり保育を実施することで、未就園児家庭への支援

策及び保育所の安定運営に対する効果や課題を検証する。

２ 実施概要

３ 利用者負担等

（１）利用者負担額 保育料相当額の５分の２（要支援家庭児童は無料）

（２）委託料（私立） 公定価格相当額から利用者負担額を控除した額

４ 事業検証等

本事業はこども家庭庁のモデル事業で、国の指導により委託事業として実施する

ものである。事業の効果・課題等については、学識経験者、実施保育所等を含む検

討会議において検証し、国へ報告する。

【参考】特定財源 （国）9/10 （都）1/10

５ 実施スケジュール（予定）

令和５年 ６月中旬 利用者募集開始

７月 事業開始（利用者受付・決定、支援計画策定など）

８月 定期的な預かり保育開始

※中間期（９月）、年度末（３月）に検討会議を開催
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